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国
及
び
都
道
府
県
は
地
域
自
然
資
産
区
域
内
の
土

地
が
、
国
立
公
園
の
区
域
内
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ

る
等
の
理
由
に
よ
り
、
自
然
環
境
の
保
全
及
び
持
続

可
能
な
利
用
の
推
進
を
図
る
上
で
特
に
重
要
で
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
土
地
を
取
得
す
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
二
条
関
係
）

`

国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
広
報
活
動
等
を

通
じ
て
、
自
然
環
境
ト
ラ
ス
ト
活
動
に
関
し
、
国
民

の
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
と

し
た
。（
第
一
三
条
関
係
）

a

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
の
権
限
は
、
環

境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
環
境
事
務

所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第

一
四
条
関
係
）

９

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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G
G

¶
¶
¸
¹
º
»
¼
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◇
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令

第
二
一
九
号
）（
国
土
交
通
省
）

１

政
策
統
括
官
の
職
務
を
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第

一
七
条
関
係
）

２

土
地
・
建
設
産
業
局
総
務
課
、
企
画
課
及
び
地
価
調

査
課
の
所
掌
事
務
を
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
七
二

条
、
第
七
三
条
及
び
第
七
五
条
関
係
）

３

都
市
局
総
務
課
、
都
市
政
策
課
及
び
ま
ち
づ
く
り
推

進
課
の
所
掌
事
務
を
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
八
二

条
、
第
八
三
条
及
び
第
八
六
条
関
係
）

４

住
宅
局
住
宅
生
産
課
の
所
掌
事
務
を
変
更
す
る
こ
と

と
し
た
。（
第
一
一
九
条
関
係
）

５

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定

め
る
政
令
（
政
令
第
二
二
〇
号
）（
国
土
交
通
省
）

道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
六
年
法

律
第
五
三
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
六
年
六
月
三
〇

日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
（
政
令
第
二
二
一
号
）

（
国
土
交
通
省
）

１

道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
六
年

法
律
第
五
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
都
市
計
画
法
施
行

令
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済

機
構
法
施
行
令
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
に
つ
い
て
所

要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
、
第

二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
（
平
成
二
六
年
六
月
三
〇
日
）
か
ら
施
行

す
る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係

政
令
の
特
例
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
政
令
第
二
二
二
号
）（
農
林
水
産
省
）

１

東
日
本
大
震
災
に
係
る
特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善

臨
時
措
置
法
施
行
令
（
平
成
元
年
政
令
第
二
〇
八
号
）

の
特
例
の
適
用
期
間
を
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
七
条
関
係
）

２

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
予
算
決
算
及
び
会
計
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政

令
第
二
二
三
号
）（
財
務
省
）

１

平
成
二
三
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

に
計
上
さ
れ
た
復
興
費
用
に
関
す
る
経
費
で
あ
っ
て
平

成
二
五
年
度
に
お
い
て
不
用
と
な
っ
た
金
額
等
及
び
平

成
二
五
年
度
の
一
般
会
計
に
お
け
る
復
興
税
外
収
入
に

相
当
す
る
額
の
う
ち
復
興
費
用
等
の
財
源
に
充
て
ら
れ

な
か
っ
た
額
を
財
政
法（
昭
和
二
二
年
法
律
第
三
四
号
）

第
六
条
の
剰
余
金
の
額
の
計
算
上
控
除
す
る
こ
と
と
し

た
。

２

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
水
循
環
基
本
法
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
政
令
第

二
二
四
号
）（
国
土
交
通
省
）

水
循
環
基
本
法
（
平
成
二
六
年
法
律
第
一
六
号
）
の
施

行
期
日
は
、平
成
二
六
年
七
月
一
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
政
令
第
二
二
六
号
）（
厚
生
労
働
省
）

１

診
療
放
射
線
技
師
が
検
査
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
装
置
と
し
て
核
医
学
診
断
装
置
を
加
え
る
こ
と

と
し
た
。（
第
一
七
条
関
係
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め

る
こ
と
と
し
た
。

３

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政

令
第
二
二
七
号
）（
厚
生
労
働
省
）

１

次
に
掲
げ
る
物
を
毒
物
に
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
一
条
関
係
）

^

一
e

ク
ロ
ロ
e

二
・
四
e

ジ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
及

び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

_

ク
ロ
ロ
炭
酸
フ
エ
ニ
ル
エ
ス
テ
ル
及
び
こ
れ
を
含

有
す
る
製
剤

２

次
に
掲
げ
る
物
を
劇
物
に
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

ピ
ロ
カ
テ
コ
ー
ル
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

３

次
に
掲
げ
る
物
を
劇
物
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
し

た
。（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

^

Ｎ
e

（
四
e

シ
ア
ノ
メ
チ
ル
フ
エ
ニ
ル
）
e

二
e

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
e

五
e

メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
カ

ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤

_

（
四
Ｚ
）
e

四
e

ド
デ
セ
ン
ニ
ト
リ
ル
及
び
こ
れ

を
含
有
す
る
製
剤

４

こ
の
政
令
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
設

け
る
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

５

こ
の
政
令
は
、
３
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
六
年
七

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推

進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
政
令

第
二
二
五
号
）（
厚
生
労
働
省
）

一

地
域
に
お
け
る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備

等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

１

題
名
に
関
す
る
事
項

題
名
を
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合

的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め

る
こ
と
と
し
た
。

（
題
名
関
係
）

２

基
金
の
財
源
に
係
る
国
の
負
担
に
関
す
る
事
項

都
道
府
県
が
設
け
る
基
金
の
財
源
に
係
る
国
の
負

担
は
、
都
道
府
県
事
業
の
内
容
、
こ
れ
に
要
す
る
経

費
の
額
及
び
当
該
基
金
に
よ
り
支
弁
す
る
経
費
の
範

囲
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
基
金
の
財
源
に
充

て
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る

額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
関
係
）

二

そ
の
他
関
係
政
令
の
一
部
改
正
関
係

地
方
自
治
法
施
行
令
、
地
方
税
法
施
行
令
、
補
助
金

等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行

令
、
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け
る
地
震
対
策
緊

急
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す

る
法
律
施
行
令
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施

行
令
及
び
社
会
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
そ
の
他
の
関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

経
過
措
置

こ
の
政
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め

る
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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